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【所在地・申し込み】 葛飾区成年後見センター（堀切3‐34‐1ウェルピアかつしか内）
�03‐5672‐2833（月～金曜日（祝日を除く）／午前8時30分～午後5時）

成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害、発達障害などで物事を判断する
能力が十分でない方について、その方の権利を守る援助者（成年
後見人・保佐人・補助人（以下「後見人等」））を選ぶことで、法律
的に支援する制度です。
どんなときに必要になるの？
次のような財産管理や契約行為などが本人では難しいときに、
後見人等が本人に代わって手続きを行います。

▼認知症のため本人の財産が侵害されるおそれがあるとき

▼認知症になった家族名義の不動産を売却して施設入所費用に充
てたいとき

▼知的障害のため金融機関や福祉サービスの利用ができないとき

▼遺産分割協議をしたいが相続人の一人が精神障害で協議できな
いとき など

成年後見制度を利用したいとき
4親等内の親族などが家庭裁判所へ後見等開始の審判の申立て
を行います。
費 用

▼家庭裁判所への申立費用
・手数料、郵便切手代 6～9千円程度
・鑑定費用（医師による本人の判断能力の鑑定が必要な場合のみ）
5～10万円程度

▼後見人等への報酬
本人の財産から後見人等に原則1年ごとに報酬が支払われます。
報酬額は本人の財産状況と後見人等の活動内容によって、家庭裁
判所が決定します。
費用負担が困難な方への助成制度
費用を負担することが困難で一定要件を満たす方へ、申立費用
および報酬費用を助成しています。要件や申請方法など、詳しく
はお問い合わせください。

相談窓口
一般相談
福祉サービスに関する相談、財産の管理・相続に関する相談、
福祉サービス利用時の苦情などについて、相談員が解決に向けて
助言を行います。相談内容により、専門相談を紹介します。
【申込方法】 電話か窓口で。
成年後見センターホームページからも申し込みできます。

専門相談（予約制）
成年後見制度の利用や遺言、相続、福祉サービスに関する権利
侵害などの専門的な相談に無料でお答えします（1回40分以内）。
【日時】

▼司法書士／毎月第2木曜日 午後1～4時（祝日を除く）

▼弁護士／毎月第4木曜日 午後1～4時（祝日を除く）
【申込方法】 電話か窓口で。

その他、弁護士による死後事務（葬儀・お墓・家財整理）などの終
活相談（予約制）やエンディングノートの配布なども行っています。

支援体制を拡充しました
4月1日から、区は成年後見制度の利用を促進するための
中核となる機関を成年後見センターに設置し、以下の支援体
制の拡充を進めています。

▼親族や福祉、介護、医療、地域の関係者や後見人などが連
携して対応する体制づくりを支援します。

▼弁護士や司法書士などの専門職に意見を聞きながら、本人
や親族、関係者からの相談に応じるとともに、本人にふさ
わしい後見人等候補者を検討し、家庭裁判所に推薦します。

▼親族後見人や市民後見人からの日常的な相談に応じます。

▼地域の支援者である市民後見人の育成をさらに進めます。
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広告 内容については広告主にお問い合わせください。
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テレビやゲーム、インタ
ーネットを休み、家族で
会話や触れ合いの時間を
つくりましょう。
【担当課】
地域教育課
�03‐5654‐8589

「ごみ減量の日」
です

身の回りにある多くの紙は資
源になります。
しっかり分別してリサイクル
しましょう。

【担当課】
リサイクル清掃課
�03‐5654‐8273
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まずは電話でご相談ください �03‐5672‐2833

【【担担当当課課】】
福福祉祉管管理理課課

毎月5日は

（８）
令和2年（2020年）5月5日 No.１８０１この広報紙は、印刷用の紙へリサイクルできます。


